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[bookmark: _Toc219369590]Ｑ１　この取組の趣旨・目的を教えてください。
[bookmark: _Toc219369591]　　Ａ　丹波市では、若者世代の減少と出生数の減少が大きな課題となっています。そのため、企業等奨学金返還支援事業補助金に取り組むことにより、若者の市内就職及び定住を促進し、企業等の安定的かつ継続的な経済活動の維持を図るものです。

Ｑ２　補助の内容はどのようなものですか。
[bookmark: _Toc219369592]　　Ａ　奨学金返還支援制度を設けて、従業員の奨学金返還のために手当等を支給する企業等に
[bookmark: _Toc219369593]対して、その負担額の一部を５年間支援するものです。

Ｑ３　奨学金返還支援制度を設けるすべての企業等が補助対象となるのでしょうか。
[bookmark: _Toc219369594]　　Ａ　下記のいずれかに該当し、市税等の滞納のない企業等が対象となります。ただし、性風
[bookmark: _Toc219369595]俗関連営業・接待を伴う飲食店など、補助対象とならない業種があります。
[bookmark: _Toc219369596]１．市内に本社、本部、本店等を有する個人又は法人
[bookmark: _Toc219369597]２．市内に支社、支部、支店等を有する個人又は法人
[bookmark: _Toc219369598]３．市内に本社等を有し、かつ、市外に支社、支部、支店等を有する個人若しくは法人

Ｑ４　対象となる従業員の定義を教えてください。
[bookmark: _Toc219369599]　　Ａ　対象となる従業員は下記のすべてを満たす者となります。
[bookmark: _Toc219369600]　１．日本学生支援機構の奨学金を受給し、返還義務があること
[bookmark: _Toc219369601]２．常時雇用されていること
[bookmark: _Toc219369602]３．交付申請日及び実績報告日において、市内に住所を有すること
[bookmark: _Toc219369603]４．申請日の属する年度末（３月31日）において、40歳未満であること
[bookmark: _Toc219369604]５．申請日の属する年度において、申請日と同じ企業等に在籍していること。
[bookmark: _Toc219369605]６．個人事業主（実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む。）と同居し
[bookmark: _Toc219369606]ている親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると
[bookmark: _Toc219369607]認められる場合は除く。

[bookmark: _Toc219369608]Ｑ５　常時雇用の定義を教えてください。
[bookmark: _Toc219369609]　　Ａ　常時雇用とは、就業規則等に定める正社員であって、下記のすべてに該当する雇用形態となります。
[bookmark: _Toc219369610]１．労働契約に期間の定めがないこと
[bookmark: _Toc219369611]２．企業等の就業規則等に定める所定労働時間をフルタイムで働くこと
[bookmark: _Toc219369612]３．企業等に直接雇用されていること

Ｑ６　勤務地は丹波市内で、市外在住の場合は対象となりますか。
　　Ａ　若者世代の市内就職及び定住を目的としているため、居住地が市外の場合は対象となり
[bookmark: _Hlk219370440]ません。ただし、市外在住者の場合、市の補助は適用されませんが、兵庫県の兵庫型返済
支援制度が適用される場合があります。

Ｑ７　企業等が奨学金返還支援制度を設けるためには、どのような手続きが必要ですか。
　　Ａ　奨学金返還支援制度について社内規程を作成していただくか、既存の就業規則または社内規程に奨学金返還支援に係る手当等の条項を追加していただくことが必要となります。規程例などを「従業員に対する奨学金返還支援制度に係る規程等について」で記載しておりますので、ご活用ください。支援内容（金額・期間・条件等）は、規程等において自由に設定が可能です。

[bookmark: _Toc219369613]Ｑ８　市内に本社のある企業に正規雇用されましたが、市外の工場、支店、支社、営業所等に配
[bookmark: _Toc219369614]属になった場合、企業等奨学金返還支援事業補助金の対象となりますか。
[bookmark: _Toc219369615]　　Ａ　市内に本社機能を有する企業であれば、市外の工場、支店、支社、営業所等であっても市内に住民登録し、居住する正規雇用者であれば対象となります。

[bookmark: _Toc219369616]Ｑ９　大学の中途退学者で、就職して奨学金を返還しているが、対象となりますか。
[bookmark: _Toc219369617]　　Ａ　対象となる従業員に、大学の卒業等を要件としていないため、その他の要件を満たすのであれば、対象となります。

[bookmark: _Hlk220076412]Ｑ10　福祉事業所では資格が必要な仕事がありますが、対象となる従業員は有資格者に限られるのでしょうか。
　　Ａ　対象となる従業員に、有資格者を要件としていないため、その他の要件を満たすのであれば、対象となります。

[bookmark: _Toc219369618][bookmark: _Hlk219362646]Ｑ11　親族が経営する事業所に就職しましたが、企業等奨学金返還支援事業補助金の対象となりますか。
[bookmark: _Toc219369619]　　Ａ　原則として、個人事業主（実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む。）
[bookmark: _Toc219369620]と同居している場合は対象となりません。ただし、①事業主の指揮命令に従っていること
が明確で、②勤務時間や賃金の支払い等が他の従業員と同様であることが確認できる場合
は、この限りではありません。

[bookmark: _Toc219369622]Ｑ12　転職により採用した従業員について、以前勤務していた企業等で本補助金の支給を受けていた場合、その補助対象期間はどうなりますか。
[bookmark: _Toc219369623]　　Ａ　過去に勤務していた企業等で対象となっていた場合は、その期間を含めて通算５年間となります。

Ｑ13　年度途中に他府県に異動になった従業員は対象となりますか。
　　Ａ　交付申請の時点で市内の企業等に勤務しており、かつ、同一企業等内での異動の場合は、当該年度中は対象になり得ます。

Ｑ14　年度途中に奨学金の全額繰上げ償還を行った場合は、補助額はどうなりますか。
　　Ａ　年度途中で全額繰上げ償還を行った場合は、返還を行った月までの支給額を補助対象
経費とします。なお、賞与で支給するなど、毎月支給していない場合は、その支給額を支給対象と考えられる月数で均等割して、補助対象額を計算します。例えば、６月と 12 月に６万円ずつ支給されている従業員が 10 月に一括返還した場合は、12 月支給分が７～12 月の返還額を支援対象にしているのであれば、7～10 月の４ヶ月分に相当する４万円を補助対象とすることができます。

[bookmark: _Hlk219365972]Ｑ15　企業等奨学金返還支援事業補助金は、新たに採用する社員だけでなく、既存の社員も対象となりますか。
　　Ａ　社内規程の整備等によって制度を導入することになるため、現在雇用している社員も対象となります。ただし、規程等のなかで奨学金返還支援制度の対象となる従業員を限定されている場合は、対象とならない場合があります。

[bookmark: _Hlk219448253]Ｑ16　従業員の奨学金返還のために支給した手当等は、給与として課税されますか。
　　Ａ　他の手当等と同様に、課税対象になると思われますが、詳しくは、所轄税務署にお問い
合わせください。

[bookmark: _Hlk219449643]Ｑ17　奨学金手当等を毎月支給する場合、３月支給分は補助対象とならないのでしょうか。
　　Ａ　当該年度の２月末日までに支給した手当等が補助対象となるため、３月中に支給したも
のについては、補助対象外となります。ただし、例えば、３月分を２月末までに支給した
場合等は、補助対象となります。

Ｑ18　交付申請は年度ごとに行うことになっているが、６月の賞与の際に、前年度の 12 月分から申請年度の６月分までを支給した場合は、４月分から６月分に相当する額しか補助対象にならないのでしょうか。
　　Ａ　どの月の分に対する支援であるかは問わず、申請年度の２月末日までに企業が実際に支
給している額が補助対象となりますので、この場合は前年度の 12 月分から申請年度の６
月分まで全てが補助対象となり得ます。

Ｑ19　奨学金を返還している従業員を採用した場合に、奨学金返還支援制度を設けようと考えているのですが。
　　Ａ　奨学金返還支援制度は、既存の社員の経済的負担の軽減に加えて、労働力の確保（採用
活動）にも資することから、現時点で対象の従業員がいなかったとしても制度を導入する
意義は大いにあると考えます。

Ｑ20　奨学金返還支援制度を設けている企業等は、どこで知ることができますか。
　　Ａ　奨学金返還支援制度導入企業等は、市の就職支援ポータルサイト「キャリたん」に掲載しています。
[bookmark: _Hlk219369968]　　　　URL:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Ｑ21　兵庫型返済支援制度との併用は可能でしょうか。
[bookmark: _Hlk219447411]　　Ａ　兵庫型返済支援制度の対象となる場合は、必ず当該制度の申請をしていただくこととなります。さらに、市の制度を併用することにより、企業等の負担額がより軽減できます。

[bookmark: _Hlk219447512]Ｑ22　年度途中から制度を創設した場合、いつからが補助金の対象になりますか。
　　Ａ　通常は、社内規程の施行日以降が対象となり、当該年度内に企業等が支給した手当等の額が対象となります。

Ｑ23　奨学金返還支援制度の申請の流れを教えてください。
　　Ａ　①各種申請は企業等で一括して行っていただき、従業員への補助は企業経由で支払っていただくこととなります。
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Ｑ24　奨学金返還支援制度を導入した場合の補助額・負担額のイメージを教えてください。
　　Ａ　①企業等奨学金返還支援事業補助金を適用した場合
	年間返還額
	企業等からの年間支援額
	補助額
	実質負担額

	
	
	市
	企業等
	従業員

	18万円
	12万円
	12万円
	6万円
	なし

	18万円
	18万円
	6万円
	12万円
	なし

	20万円
	12万円
	12万円
	6万円
	2万円

	20万円
	18万円
	8万円
	12万円
	なし

	24万円
	12万円
	12万円
	6万円
	6万円

	24万円
	18万円
	12万円
	12万円
	なし



②①に加えて兵庫型返済支援制度を併用した場合
	年間返還額
	企業等からの年間支援額
	補助額
	実質負担額

	
	
	県
	市
	企業等
	従業員

	18万円
	12万円
	12万円
	3万円
	3万円
	なし

	18万円
	18万円
	6万円
	6万円
	6万円
	なし

	20万円
	12万円
	12万円
	3万円
	3万円
	2万円

	20万円
	18万円
	8万円
	6万円
	6万円
	なし

	24万円
	12万円
	12万円
	3万円
	3万円
	6万円

	24万円
	18万円
	12万円
	6万円
	6万円
	なし
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